
「経営の革新」
に必要な設備

「創業」に必要
な設備

BCP（事業継続計画）
に必要な設備

ビジネスモデル
の転換に必要
な設備

在宅勤務化に
必要な設備

デジタル技術
の活用による
新しいビジネス
モデルの創出
に必要な設備

社内事務の
効率化に必要
な設備

DXに必要な
ハードウェアや
ソフトウェア

カーボンニュー
トラルに対応し
ていくための
省エネ設備



割賦販売制度 リース制度

対象者

Ⅰ．小規模企業者等
・製造業、建設業、運輸業、サービス業（宿泊業・娯楽業）、その他 …… 従業員数20人以下
・小売業、卸売業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く） ……………… 従業員数５人以下
・特認対象要件を満たす中小企業者（小規模企業者以外） ………………… 従業員数50人以下
Ⅱ．創業者

貸与額

100万円～１億円（消費税込み）
◇ 単品価格が100万円未満であっても、複数設備の合算で100万円以上となれば申込みができます。但し、対象設
備が資産計上できるもの（原則、10万円以上）となります。
◇同一年度内で、設備価格の合計が１億円の範囲で何回でもご利用いただけます。

料率

Ⅰ．小規模企業者等
・割賦損料率：
　年0.70%・0.90%・1.60%・1.90%・2.30%（固定）
Ⅱ．創業者
・割賦損料率：
　年1.90％（固定）

Ⅰ．小規模企業者等
・月額リース料率：0.941%（10年）～2.975%（３年）

Ⅱ．創業者
・月額リース料率：0.996%（10年）～2.954%（３年）
◇月額リース料率はリース期間に応じて決定します。

◇料率は信用リスクに応じて決定します。利率は金利情勢等により変更することがあります。

賦払期間、
リース期間

３年～10年（原則として法定耐用年数の期間以内）
◇ 商工会・商工会議所の推薦がある場合、または企業経営の未病CHECKシートの結果をもとにセンターの支援を
受けながら未病改善への取組みがある場合、10年以内において法定耐用年数の期間を２年を超えない範囲内で延
長することができます。事前にご相談ください。

保証金、
元金措置期間

次の条件より選択していただきます。
保証金 なし ５% 10%

元金据置期間 なし 6カ月 1年
―

連帯保証人

法人の場合は原則、代表者１名となります。但し、個人の場合は原則、代表者以外１名が必要となります。連帯保
証人は、次の要件をすべて満たす必要があります。
　① 年齢が70歳以下であること（契約時）
　② 神奈川県内または東京都内に住所を有していること
　③ 年収500万円（個人事業者の場合は年所得が350万円）以上であること
◇保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います。
◇代表取締役が複数いる場合、全員が連帯保証人となります。
◇ 代表取締役が連帯保証人の要件を満たさない場合、代表取締役に加えて社内で要件を満たす方の追加が必要とな
ります。

担保 原則、無担保となります。但し、高額案件等については必要に応じて担保を求めることがあります。

貸与設備の
所有権

割賦設備に係る支払業務が全て履行され次第、貸与企業
に所有権を移転します。

センターに所有権があります。

損害保険

貸与企業の負担により設備価格の同額程度の損害保険に
ご加入いただき、その保険証券をセンターに質入れいた
だきます。車両の場合、併せて車両保険にもご加入いた
だきます。

センターが損害保険に加入します。費用は月額リース料
に含まれます。

固定資産税の
申告・納税

貸与企業が固定資産を計上し、固定資産税の申告及び納
税をしてください。

センターが固定資産計上し、固定資産税の申告及び納税
を行います。税額は月額リース料に含まれます。


